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１
．
は
じ
め
に

１
．
は
じ
め
に

　
全
８
回
の
う
ち
６
回
目
に

当
た
る
今
回
は
、
経
済
価
値

ベ
ー
ス
の
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
規

制
（
以
下
、
「
新
規
制
」
と

い
う
）
に
お
い
て
求
め
ら
れ

る
ガ
バ
ナ
ン
ス
態
勢
の
個
別

論
点
に
つ
い
て
解
説
を
行

う
。

　
第
５
回
で
解
説
し
た
と
お

り
経
済
価
値
ベ
ー
ス
の
ソ
ル

ベ
ン
シ
ー
規
制
等
に
関
す
る

有
識
者
会
議
報
告
書
（
以

下
、
「
報
告
書
」
と
い
う
）

で
は
、
Ｅ
Ｓ
Ｒ
が
規
制
と
し

て
導
入
さ
れ
る
場
合
に
は
そ

の
計
算
・
検
証
に
関
す
る
よ

り
高
水
準
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
が

必
要
に
な
る
と
さ
れ
て
い

る
。
新
規
制
に
向
け
た
ガ
バ

ナ
ン
ス
態
勢
の
高
度
化
の
検

討
に
あ
た
っ
て
は
、
同
じ
く

経
済
価
値
ベ
ー
ス
の
規
制
と

し
て
導
入
さ
れ
た
ソ
ル
ベ
ン

シ
ー
Ⅱ
に
お
け
る
対
応
が
参

考
に
な
る
。
今
回
は
リ
ス
ク

ガ
バ
ナ
ン
ス
、
モ
デ
ル
ガ
バ

ナ
ン
ス
、
デ
ー
タ
ガ
バ
ナ
ン

ス
の
３
類
型
の
各
ガ
バ
ナ
ン

ス
モ
デ
ル
別
に
高
度
化
に
向

け
た
論
点
の
解
説
を
行
う
。

２
．
リ
ス
ク
ガ
バ

２
．
リ
ス
ク
ガ
バ

ナ
ン
ス

ナ
ン
ス

　
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
要

素
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ

の
中
で
も
今
回
は
報
告
書
の

中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

保
険
数
理
機
能
に
つ
い
て
解

説
す
る
。

　
報
告
書
で
は
、
保
険
負
債

の
妥
当
性
検
証
は
保
険
数
理

機
能
の
主
要
な
役
割
の
一
つ

で
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
、
そ

の
権
限
と
責
任
が
適
切
に
定

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加

え
、
検
証
機
能
は
独
立
性
を

有
す
る
こ
と
や
そ
の
責
任
を

果
た
す
た
め
に
必
要
な
リ
ソ

ー
ス
（
人
員
・
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ

ム
な
ど
）
を
有
し
て
い
る
こ

と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

保
険
数
理
機
能
は
日
本
で
は

馴
染
み
の
な
い
機
能
で
あ
る

が
、
Ｉ
Ｃ
Ｐ
で
は
保
険
会
社

が
備
え
る
べ
き
機
能
と
さ
れ

て
お
り
、
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
Ⅱ

に
お
い
て
も
求
め
ら
れ
て
い

る
。

　
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
Ⅱ
の
下
で

保
険
数
理
機
能
に
求
め
ら
れ

る
役
割
を
図
表
１
に
示
す
。

保
険
数
理
機
能
は
技
術
的
準

備
金
（
経
済
価
値
ベ
ー
ス
の

保
険
負
債
）
の
計
算
や
評
価

と
い
っ
た
フ
ァ
ー
ス
ト
ラ
イ

ン
と
し
て
の
役
割
に
加
え
、

技
術
的
準
備
金
の
妥
当
性
の

評
価
や
リ
ス
ク
管
理
へ
の
関

与
と
い
っ
た
セ
カ
ン
ド
ラ
イ

ン
と
し
て
の
役
割
も
求
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
Ⅱ
の
導
入
時

に
お
い
て
も
保
険
数
理
機
能

の
検
証
機
能
と
し
て
の
独
立

性
や
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
ン
で
あ

る
リ
ス
ク
管
理
機
能
と
の
役

割
分
担
が
課
題
と
な
っ
た
。

　
保
険
会
社
に
よ
っ
て
対
応

は
異
な
る
が
、
保
険
数
理
機

能
を
フ
ァ
ー
ス
ト
ラ
イ
ン
と

セ
カ
ン
ド
ラ
イ
ン
の
そ
れ
ぞ

れ
の
役
割
で
チ
ー
ム
を
分
け

る
こ
と
で
対
応
し
て
い
る
事

例
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
加
え

て
部
門
や
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ

ラ
イ
ン
も
明
確
に
分
け
て
い

る
事
例
も
見
ら
れ
る
。

３
．
モ
デ
ル
ガ
バ

３
．
モ
デ
ル
ガ
バ

ナ
ン
ス

ナ
ン
ス

　
報
告
書
で
は
、
保
険
会
社

各
社
が
あ
る
べ
き
リ
ス
ク
管

理
を
考
え
る
中
で
、
そ
の
特

性
や
目
的
に
応
じ
内
部
モ
デ

ル
を
活
用
す
る
こ
と
に
は
大

き
な
意
義
が
あ
る
と
し
て
お

り
、
①
第
１
の
柱
に
お
い
て

も
一
定
の
要
件
の
下
で
保
険

会
社
の
内
部
モ
デ
ル
を
用
い

た
計
算
を
認
め
る
こ
と
②
第

２
の
柱
の
中
で
、
金
融
庁
が

保
険
会
社
の
内
部
管
理
の
実

態
を
把
握
し
つ
つ
そ
の
高
度

化
を
促
し
て
い
く
こ
と
―
の

二
つ
が
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
特
に
第
１
の
柱
に

お
い
て
内
部
モ
デ
ル
の
利
用

を
承
認
す
る
際
の
着
眼
点
と

し
て
は
、
①
統
計
的
品
質
テ

ス
ト
②
内
部
モ
デ
ル
に
係
る

独
立
し
た
検
証
プ
ロ
セ
ス
③

経
営
に
お
け
る
内
部
モ
デ
ル

の
利
用
（
ユ
ー
ス
テ
ス
ト
）

と
ガ
バ
ナ
ン
ス
―
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。

　
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
Ⅱ
に
お
い

て
も
第
１
の
柱
に
お
い
て
保

険
会
社
の
内
部
モ
デ
ル
に
よ

る
計
測
が
認
め
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
の
承
認
に
あ
た
っ
て

は
、
ユ
ー
ス
テ
ス
ト
、
統
計

的
品
質
基
準
、
カ
リ
ブ
レ
ー

シ
ョ
ン
基
準
等
を
満
た
す
必

要
が
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｓ
に
お
け

る
内
部
モ
デ
ル
の
受
入
条
件

も
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
Ⅱ
の
基
準

と
概
ね
対
応
し
た
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

　
欧
州
の
先
進
保
険
会
社
で

は
内
部
モ
デ
ル
を
適
用
す
る

に
あ
た
っ
て
、
よ
り
厳
格
に

モ
デ
ル
を
管
理
す
る
た
め
に

モ
デ
ル
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
モ
デ

ル
リ
ス
ク
管
理
）
を
導
入
し

て
い
る
事
例
が
見
受
け
ら
れ

る
。
図
表
２
は
モ
デ
ル
ガ
バ

ナ
ン
ス
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク

を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
欧
州
で
の
モ
デ
ル
ガ
バ
ナ

ン
ス
の
導
入
事
例
を
見
る

と
、
モ
デ
ル
の
開
発
や
変
更

を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
承
認
事

項
と
し
て
位
置
づ
け
、
責
任

権
限
の
明
確
化
を
図
っ
て
い

る
事
例
が
見
ら
れ
る
。
ま

た
、
保
険
会
社
に
よ
っ
て

は
、
モ
デ
ル
委
員
会
を
設
置

し
、
モ
デ
ル
や
前
提
条
件
の

変
更
に
つ
い
て
議
論
・
承
認

を
行
う
場
を
設
け
て
い
る
事

例
も
見
ら
れ
る
。

４
．
デ
ー
タ
ガ
バ

４
．
デ
ー
タ
ガ
バ

ナ
ン
ス

ナ
ン
ス

　
報
告
書
で
は
デ
ー
タ
品
質

に
関
す
る
記
述
は
あ
る
も
の

の
、
デ
ー
タ
ガ
バ
ナ
ン
ス
に

つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
。
一
方
、
２
０
１
９

年
３
月
に
金
融
庁
よ
り
公
表

さ
れ
た
「
諸
外
国
に
お
け
る

保
険
会
社
の
内
部
モ
デ
ル
の

実
態
等
に
関
す
る
調
査
」
で

は
、
内
部
モ
デ
ル
が
導
入
さ

れ
て
い
る
諸
外
国
で
は
、
監

督
当
局
は
、
デ
ー
タ
ガ
バ
ナ

ン
ス
を
内
部
モ
デ
ル
承
認
上

の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て

扱
っ
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

　
デ
ー
タ
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
フ

レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
例
は
図
表

３
の
と
お
り
で
あ
る
。
デ
ー

タ
ガ
バ
ナ
ン
ス
で
は
、
デ
ー

タ
を
使
っ
て
達
成
し
た
い
こ

と
は
何
か
と
い
っ
た
デ
ー
タ

戦
略
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
デ

ー
タ
に
関
す
る
基
本
方
針
を

決
定
す
る
。
当
該
デ
ー
タ
に

関
す
る
基
本
方
針
に
基
づ

き
、
デ
ー
タ
ガ
バ
ナ
ン
ス
に

関
す
る
組
織
体
制
や
３
　
Ｌ

ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
Ｄ
ｅ
ｆ

ｅ
ｎ
ｓ
ｅ
を
整
備
し
、
デ
ー

タ
に
関
す
る
組
織
づ
く
り
や

役
割
・
責
任
に
つ
い
て
定
め

る
の
が
次
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ

る
。

　
三
つ
目
の
ス
テ
ッ
プ
か
ら

デ
ー
タ
そ
の
も
の
を
対
象
と

し
、
デ
ー
タ
デ
ィ
ク
シ
ョ
ナ

リ
の
整
備
と
い
っ
た
デ
ー
タ

の
定
義
や
要
件
整
備
を
行

う
。
続
い
て
デ
ー
タ
を
使
用

す
る
際
の
生
成
・
加
工
・
利

用
と
い
っ
た
一
連
の
フ
ロ
ー

を
見
え
る
化
し
、
デ
ー
タ
が

意
図
し
た
と
お
り
に
使
わ
れ

て
い
る
か
と
い
っ
た
プ
ロ
セ

ス
の
把
握
と
統
制
の
整
備
を

行
う
。
こ
れ
ら
の
四
つ
の
ス

テ
ッ
プ
に
基
づ
い
て
、
最
後

に
デ
ー
タ
品
質
管
理
の
プ
ロ

セ
ス
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。

５
．
ま
と
め

５
．
ま
と
め

　
６
回
目
の
今
回
は
、
新
規

制
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
ガ

バ
ナ
ン
ス
態
勢
の
個
別
論
点

に
つ
い
て
解
説
を
行
っ
た
。

新
規
制
に
お
い
て
は
従
来
に

は
な
か
っ
た
保
険
数
理
機
能

と
い
っ
た
役
割
や
、
モ
デ
ル

ガ
バ
ナ
ン
ス
、
デ
ー
タ
ガ
バ

ナ
ン
ス
と
い
っ
た
先
進
的
か

つ
高
水
準
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
が

要
求
さ
れ
る
可
能
性
も
あ

り
、
各
社
に
お
い
て
は
２
０

２
２
年
の
新
規
制
の
仕
様
暫

定
決
定
を
待
た
ず
早
い
段
階

か
ら
態
勢
整
備
の
検
討
を
進

め
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

　
次
回
は
、
新
規
制
の
導
入

時
に
保
険
会
社
に
求
め
ら
れ

る
内
部
モ
デ
ル
や
保
険
負
債

に
対
す
る
検
証
業
務
に
関
す

る
態
勢
に
つ
い
て
、
責
任
準

備
金
監
査
等
の
検
証
業
務
の

経
験
を
ふ
ま
え
て
、
解
説
を

行
う
。

　（
な
お
、
本
稿
内
容
に
つ

い
て
は
20
年
９
月
末
時
点
で

の
調
査
情
報
に
基
づ
い
て
い

る
こ
と
に
ご
留
意
い
た
だ
き

た
い
）

◇

　【
島
本
大
輔
（
し
ま
も
と

・
だ
い
す
け
）
氏
の
プ
ロ
フ

ィ
ル
】
日
本
ア
ク
チ
ュ
ア
リ

ー
会
正
会
員
、
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ａ
、

日
本
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
協
会

認
定
ア
ナ
リ
ス
ト
。
２
０
１

２
年
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ
（
あ
ず
さ
監

査
法
人
）
入
所
。
大
手
損
害

保
険
会
社
の
保
険
数
理
部
門

・
商
品
開
発
部
門
で
経
済
価

値
ベ
ー
ス
の
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー

規
制
対
応
（
フ
ィ
ー
ル
ド
テ

ス
ト
）
な
ど
を
担
当
。
あ
ず

さ
監
査
法
人
移
籍
後
は
、
国

内
外
の
保
険
会
社
・
公
的
金

融
機
関
に
対
す
る
責
任
準
備

金
の
監
査
業
務
に
従
事
す
る

ほ
か
、
リ
ス
ク
管
理
・
規
制

対
応
・
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
コ
ン
バ
ー

ジ
ェ
ン
ス
・
Ｍ
＆
Ａ
・
保
険

計
理
人
等
の
ア
ド
バ
イ
ザ
リ

ー
業
務
等
を
担
当
。

　【
著
書
な
ど
】
「
図
解
＆

徹
底
分
析
　
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
『
新

保
険
契
約
』
」
（
中
央
経
済

社
、
共
著
）
、
「
保
険
業
の

会
計
実
務
」
（
中
央
経
済

社
、
共
著
）

　【
講
演
な
ど
】
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ

保
険
セ
ミ
ナ
ー
、
セ
ミ
ナ
ー

イ
ン
フ
ォ
保
険
フ
ォ
ー
ラ

ム
、
日
本
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー

会
年
次
大
会
な
ど
。

　【
専
門
分
野
】
保
険
数

理
、
保
険
規
制
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

17
、
Ｅ
Ｒ
Ｍ
な
ど
。

経
済
価
値
ベ
ー
ス
の
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
規
制

経
済
価
値
ベ
ー
ス
の
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
規
制

― 

導
入
に
向
け
た
検
討
事
項 

―

有
限
責
任
あ
ず
さ
監
査
法
人

シ
ニ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

島
本
　
大
輔

【
第
６
回
】	
様
々
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル

図表１　ソルベンシーⅡにおける保険数理機能の役割
保険数理機能

主な役割
●1s t Line
◇2nd Line

●技術的準備金の計算の調整
●技術的準備金の計算に使用した方法論、モデルおよび前提条件が適切であることの確認
●技術的準備金の計算に使用したデータの十分性および品質の評価
●最良推計の実績との比較
◇技術的準備金の計算の信頼性および妥当性に関する、行政および監督当局への報告
◇データ品質が十分でない場合、技術的準備金の計算を監督
◇引受方針全般についての意見
◇再保険の取決めの妥当性についての意見
◇リスク管理態勢の効果的な実施に寄与（特に、資本要件の算定に用いるリスクモデルとＯＲＳＡの評価に

関して）

図表２　モデルガバナンスフレームワーク

モデルガバナンス
・シニアマネジメントによる監視
・役割・責任の明確な定義
・方針と規程

・独立したモデル検証
・内部監査によるレビュー

モデル開発

・強固なメソドロジ一
・導入前のテスト
・ユーザー受入れテスト
・変更管理方針

モデル検証
• 永続的な品質確保の取組み

・リスクベース、ビジネス志向
・結論＆影響

モデル使用

・内部統制
・モデルの限界に対する認識
・モデルによる結果の解釈
・データ品質のモニタリング

コミュニケーション・レポーティング

・意思決定をサポートする経営への報告
・モデルの弱点・限界に関するオープンで透明

性のあるコミュニケーション

・主要ステークホルダー（ユーザー、検
証者、開発者）間のコミュニケーション

・第三者にとって理解しやすいレポー
ティング

フォローアップ
・モデルの弱点に対する継続的な改善
・モデルの弱点に対する透明で追跡可能な管理
・モデル使用の制限に関する順守

・十分な追加資本

図表３　データガバナンスのフレームワーク

【１．データ戦略】

･全社的（部門・地域横断的）なデータ
戦略の策定
・ＫＰＩ／ＫＲＩ等をふまえた重要デー
タ項目の特定
・データガバナンスに係る組織の定義
・データ品質・統制に係る基本方針決定

【２．組織体制・役割・責任】

･データガバナンス組織の確立
･3 Lines of Defense の整備
･日々の業務への組込み
･権限移譲とそれに基づく承認
メカニズム

【３．データ定義／要件】

･データに係る共通言語の作成
･データディクショナリを活用
した文書化・管理
･ビジネス上の定義やデータ要
件の整備
･一部重要データの集中管理

【４．生成・加工・利用フロー】

･データが存在する領域・フ
ローの全社的な把握
･辞書ツールを活用したデータ
資産の文書化・管理
･データ生成から利活用・報告
までのプロセス、システム、
統制のフローの見える化

【５．データ品質管理】

･データ品質管理のプロセス、
水準の設定
･統制の網羅性とデータに関
するモニタリングおよび
ダッシュボードの構築
･品質毀損時のエスカレー
ション等の明確化
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